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『
論
語
正
義
』
訳
注

一
「
顔
淵
篇
第
十
二
」
（
三
）

平
　
木
　
康
　
平
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本
稿
は
、
清
の
西
出
楠
（
一
七
九
〇
～
一
八
五
五
）
が
著
し
た
『
論
語
正
義
』

の
訳
註
で
あ
る
。

　
本
訳
註
は
、
本
田
濟
・
神
楽
岡
昌
俊
・
衣
笠
勝
美
・
山
口
澄
子
・
井
沢
耕
一
・

大
森
良
の
各
氏
と
平
木
康
平
と
で
会
読
し
た
成
果
で
あ
る
。
山
口
氏
の
草
稿
に
、

平
木
が
補
正
を
加
え
た
も
の
で
、
文
責
は
平
木
に
あ
る
。

　
す
で
に
「
先
進
篇
第
十
一
」
　
（
一
）
は
、
　
「
大
阪
青
山
短
期
大
學
研
究
紀
要

第
二
十
三
号
」
　
（
平
成
九
年
三
月
）
に
、
　
「
先
進
篇
第
十
一
」
　
（
二
）
は
、
　
「
大

阪
青
山
短
大
国
文
第
十
三
号
」
　
（
平
成
九
年
二
月
）
に
、
　
「
先
進
篇
第
十
一
」

（
三
）
は
、
　
「
人
文
学
論
集
第
十
六
集
」
　
（
大
阪
府
立
大
学
人
文
学
会
、
平
成

十
年
一
月
）
に
、
　
「
先
進
篇
第
十
一
」
　
（
四
）
は
、
　
「
大
阪
府
立
大
学
紀
要

人
文
・
社
会
科
学
第
四
六
巻
」
　
（
平
成
十
年
三
月
）
に
、
　
「
先
進
篇
第
十
一
」

（
五
）
は
、
　
「
大
阪
府
立
大
学
紀
要
　
人
文
・
社
会
科
学
第
四
七
巻
」
　
（
平
成

十
一
年
三
月
）
に
、
　
「
弁
舌
篇
第
十
二
」
　
（
一
）
は
、
　
「
人
文
学
論
年
盛
十
七
集
」

（
大
阪
府
立
大
学
人
文
学
会
、
平
成
十
一
年
二
月
）
に
、
　
「
顔
淵
篇
第
十
二
」

（
二
）
は
、
　
「
人
文
学
論
集
第
十
八
集
」
　
（
大
阪
府
立
大
学
人
文
学
会
、
平
成

十
二
年
二
月
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
た
。
本
稿
は
そ
の
後
を
承
け
る
も
の

で
あ
る
。

一一一一 }
例原

文
は
南
青
書
院
本
（
『
皇
清
眼
解
』
所
収
）
を
底
本
と
し
た
。

『
論
語
』
本
文
の
字
体
は
原
則
と
し
て
、
底
本
の
通
り
と
し
た
。

訳
文
・
注
で
は
常
用
漢
字
体
を
使
用
し
た
。

「
何
嬰
・
劉
賓
楠
解
」
は
両
者
の
説
に
基
づ
い
て
『
論
語
』
本
文
を
訓
読

し
た
も
の
。
両
者
の
解
釈
が
異
な
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
項
を
立
て
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『
正
義
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
の
中
で
、
典
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
も

の
は
出
来
る
だ
け
出
典
を
明
ら
か
に
し
、
　
（
）
の
中
に
示
し
た
。

『
正
義
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
文
の
中
で
、
典
拠
の
書
名
や
吉
名
が
通
行

本
と
異
な
る
場
合
や
、
不
足
す
る
場
合
は
、
　
（
）
の
中
に
示
し
た
。

引
用
文
中
の
文
字
の
異
同
は
、
明
ら
か
な
誤
字
や
解
釈
に
支
障
を
来
た
す

も
の
を
除
い
て
割
愛
し
た
。

原
文
は
適
宜
区
切
り
、
段
落
分
け
を
行
っ
た
。

注
は
本
文
中
に
＊
印
を
付
し
、
各
県
の
後
に
記
し
た
。

簡
単
な
注
は
訳
文
中
に
（
）
を
用
い
て
記
し
た
。

第
八
章

［
論
語
本
文
］

毛
子
成
日
、
君
子
質
而
已
　
。
何
以
文
爲
。

［
何
曇
・
劉
賓
楠
解
］

ん
と
。

二
子
成
曰
く
、
君
子
は
質
の
み
。
何
ぞ
文
を
以
て
爲
さ

［
注
］
鄭
（
玄
）
曰
く
、
菖
説
に
云
ふ
、
棘
言
成
は
衛
の
大
夫
な
り
。

［
論
語
本
文
］
子
貢
日
、
惜
乎
、
夫
子
之
説
君
子
也
。
駆
不
及
舌
。

［
何
婁
．
劉
賓
楠
解
］
子
貢
曰
く
、
惜
し
い
か
な
、
夫
子
の
君
子
を
説
け
る
や
。

駅
も
舌
に
及
ば
ず
。

　［

香
n
鄭
（
玄
）
曰
く
、
惜
し
い
か
な
、
夫
子
の
君
子
を
説
け
る
や
。
過
言

】
た
び
出
つ
れ
ば
、
駆
馬
之
を
追
ふ
も
及
ば
ず
。

［
論
語
本
文
］
文
猶
質
也
。
質
猶
文
也
。
虎
豹
之
韓
、
猶
犬
羊
之
鞍
。

［
何
嬰
．
劉
賓
楠
解
］
文
は
猶
ほ
質
の
ご
と
き
な
り
。
質
は
猶
ほ
文
の
ご
と
き

な
り
。
虎
豹
の
醇
は
、
猶
ほ
犬
羊
の
韓
の
ご
と
し
。

［
注
］
孔
（
安
國
）
曰
く
、
皮
の
毛
を
去
る
を
韓
と
日
ふ
。
虎
豹
と
犬
羊
と
別

な
る
は
、
正
だ
毛
文
の
異
な
る
を
以
て
の
み
。
今
　
文
質
を
し
て
同
じ
か
ら
し

む
れ
ば
、
何
を
以
て
か
虎
豹
と
犬
羊
と
を
別
か
た
ん
や
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
棘
子
成
、
皇
（
侃
）
本
、
　
「
成
」
を
「
城
」
に
作
る
。

　
「
何
以
文
爲
」
、
以
は
用
な
り
。
爲
は
語
助
の
辞
な
り
。
説
は
王
氏
引
声
『
経

傳
繹
詞
』
に
見
ゆ
。
下
篇
の
、
　
「
難
多
亦
笑
以
爲
」
　
（
子
路
篇
）
、
　
「
何
以
伐
爲
」
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（
季
氏
篇
）
、
　
「
無
以
爲
也
」
　
（
子
張
篇
）
、
訓
義
　
並
び
に
同
じ
。

　
夫
子
言
ふ
、
　
「
文
質
彬
彬
と
し
て
、
然
る
後
　
君
子
な
り
」
と
（
雍
也
篇
）
。

棘
子
等
　
或
ひ
は
其
の
語
を
聞
き
、
妄
り
に
以
へ
ら
く
君
子
は
但
だ
當
に
質
を

尚
ぶ
べ
き
の
み
に
し
て
、
必
ず
し
も
文
を
用
ひ
ず
と
。
故
に
子
貢
　
其
の
君
子

を
説
き
て
易
言
を
爲
す
を
惜
し
む
。
追
ひ
て
之
を
悔
ゆ
と
錐
も
、
舌
に
及
ぶ
無

き
な
り
。

　
「
三
斜
質
。
質
悪
文
」
と
は
、
　
「
禮
は
本
　
無
く
ん
ば
立
た
ず
。
文
　
無
く

ん
ば
行
は
れ
ず
」
　
（
『
叢
記
臨
　
「
塗
扇
」
）
。
是
れ
文
質
は
皆
な
宜
し
く
用
ふ

べ
き
所
あ
り
て
、
其
の
輕
重
　
等
し
き
な
り
。

　
「
虎
豹
・
犬
羊
」
は
、
皆
な
聯
名
な
り
。
鄭
（
玄
）
注
（
『
経
典
主
文
』
引
く
）

に
云
ふ
、
　
「
鞍
は
革
な
り
］
と
。
革
と
は
皮
な
り
。
　
『
詩
』
　
「
載
駆
」
　
（
論
語

正
義
は
「
載
駆
」
を
「
福
二
」
に
誤
る
）
正
義
引
く
『
説
文
』
に
、
　
「
韓
は
革

な
り
」
と
。
今
本
『
説
文
』
　
（
六
部
）
は
「
鞘
」
に
作
り
、
　
「
皮
の
毛
を
去
る

な
り
」
と
云
ふ
。
　
『
詩
』
疏
の
引
く
所
と
異
な
る
。
然
れ
ど
も
、
鞍
は
革
早
り
。

凡
そ
毛
を
去
る
と
毛
を
去
ら
ざ
る
と
、
皆
な
之
を
稻
す
る
を
得
。
必
ず
し
も
專

ら
に
は
毛
を
去
る
の
一
訓
を
主
と
せ
ず
。

　
『
旧
慣
』
　
（
「
革
」
）
象
下
書
に
、
　
「
大
人
　
虎
思
す
。
其
の
文
　
柄
な
り
。

君
子
　
豹
零
す
。
其
の
文
　
蔚
な
り
」
と
。
此
の
文
の
「
虎
豹
之
聲
は
文
に

喩
ふ
。
　
「
犬
羊
之
韓
」
は
質
に
喩
ふ
。
虎
豹
犬
羊
　
其
の
皮
　
各
お
の
用
ふ
る

所
有
り
。
文
質
の
二
者
の
如
き
は
、
宜
し
く
偏
ば
に
し
て
慶
置
有
る
べ
か
ら
ざ

る
な
り
。

　
皇
（
侃
）
本
、
　
「
塑
に
作
る
。
　
『
説
文
』
　
（
革
部
）
亦
た
引
き
て
「
輔
」

に
作
る
。
又
た
「
犬
羊
之
韓
」
の
下
に
、
皇
（
侃
）
本
は
「
也
」
字
有
り
。

注
「
奮
説
云
、
魚
子
成
丈
大
夫
」
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
醤
説
と
位
す
る
は
、
託
る
所
を
著
す
な
り
。

　
『
漢
書
幡
　
「
古
今
人
表
」
、
　
『
三
國
志
』
　
萎
傳
」
は
「
革
子
成
」
に
作
る
。

棘
と
革
と
通
用
す
。
　
『
詩
』
の
「
其
の
欲
を
棘
に
せ
ん
と
す
る
に
匪
ず
」
　
（
「
大

雅
・
文
王
有
聲
」
）
、
　
（
『
禮
記
』
）
　
「
禮
器
」
の
「
其
の
猶
を
革
に
せ
ん
と

す
る
に
匪
ず
」
に
作
る
。
　
『
列
子
』
　
「
湯
問
篇
」
の
「
霊
湯
　
夏
革
に
問
ふ
」
、

『
荘
子
』
　
「
影
踏
游
」
の
「
湯
の
棘
に
問
へ
る
」
の
如
き
、
皆
な
黙
す
べ
し
。
　
『
荘

子
』
　
「
（
経
典
）
雄
文
」
引
く
李
（
願
）
云
ふ
、
　
「
湯
の
時
の
賢
人
」
と
。
又

た
云
ふ
、
　
「
坐
れ
棘
子
な
り
」
と
。
　
『
計
器
論
』
　
「
相
刺
篇
」
　
（
正
義
は
「
相

刺
篇
」
を
「
相
々
篇
」
に
誤
る
）
に
、
　
「
紺
の
時
、
内
に
微
．
箕
の
二
子
有
り
。

外
に
膠
扇
・
棘
子
あ
り
」
と
。
疑
ふ
ら
く
は
、
阻
隔
は
本
と
股
人
。
衛
は
股
都

に
居
る
。
棘
早
成
は
即
ち
棘
子
の
後
な
り
。
大
夫
爲
る
を
知
る
は
、
子
貢
の
夫

子
と
云
ふ
を
以
て
な
り
。
當
時
　
大
夫
を
面
す
る
に
、
皆
な
夫
子
と
記
す
な
り
。

注
「
惜
乎
」
よ
り
「
不
及
」
に
至
る
ま
で
。
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「
正
義
」
に
曰
く
、
　
『
説
文
』
　
（
薗
部
）
に
云
ふ
、
　
「
駅
は
一
乗
な
り
」
と
。

『
詩
』
　
（
暴
風
）
　
「
清
人
」
箋
に
、
　
「
駆
は
四
馬
な
り
」
と
。
言
　
舌
を
出
で
て
、

過
誤
　
一
た
び
成
れ
ば
、
駕
馬
　
之
を
追
ふ
と
難
も
、
乾
た
及
ぶ
無
き
な
り
。

（
『
禮
記
』
）
　
「
縞
衣
」
注
に
云
ふ
、
　
「
馴
馬
も
及
ぶ
能
は
ず
。
悔
ゆ
る
を
得

べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
。

注
「
皮
去
」
よ
り
「
巳
時
」
に
至
る
ま
で
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
注
は
「
文
猶
質
。
質
猶
文
」
を
以
て
、
即
ち
棘
子
に
説

く
と
す
。
故
に
解
し
て
文
質
　
同
じ
と
臥
す
。
謂
ふ
こ
こ
ろ
は
、
棘
子
成
は
文

を
質
と
同
じ
と
し
、
分
別
す
る
所
無
し
。
故
に
喩
ふ
る
に
虎
豹
・
新
芋
を
以
て
す
。

成
な
毛
を
去
れ
ば
、
則
ち
皮
　
亦
た
別
つ
所
無
き
な
り
。
然
れ
ど
も
棘
子
は
文

を
棄
て
て
質
を
用
ふ
。
文
質
　
同
じ
の
見
有
る
に
は
非
ず
。
注
の
此
の
義
　
之

を
失
す
。
　
（
＊
）

＊
棘
子
成
は
文
を
棄
て
質
を
必
要
と
す
る
。
注
の
説
で
は
思
子
成
が
文
質
を
区

別
し
な
い
か
ら
子
貢
が
毛
皮
に
喩
え
て
区
別
を
説
い
た
と
す
る
。
注
に
基
づ
い

て
『
論
語
』
本
文
を
読
め
ば
、
　
「
文
は
猶
ほ
質
の
ご
と
し
と
し
、
質
は
猶
ほ
文

の
ご
と
し
と
す
れ
ば
、
虎
豹
の
醇
も
猶
ほ
犬
羊
の
鞍
の
ご
と
し
と
な
ら
ん
」
と

な
る
。
劉
賓
楠
は
毛
の
模
様
に
違
い
が
あ
る
よ
う
に
、
文
質
に
は
そ
れ
ぞ
れ
用

い
ど
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
。
劉
賓
楠
説
に
基
づ
い
て
本
文
を
読
め
ば
、
　
「
文
は

猶
ほ
質
の
ご
と
し
。
質
は
猶
ほ
文
の
ご
と
し
。
虎
豹
の
韓
も
猶
ほ
犬
羊
の
醇
の

ご
と
し
。
」
と
な
る
。

　
第
九
章

［
論
語
本
文
］
哀
公
問
於
有
式
日
、
年
磯
、
用
不
足
。
零
話
何
。
有
明
封
日
、

蓋
徹
乎
。

［
何
曇
．
劉
賓
二
丈
］
哀
公
有
若
に
問
ひ
て
曰
く
、
年
迎
え
て
、
用

ら
ず
。
之
を
如
何
せ
ん
と
。
有
若
　
封
へ
て
曰
く
、
蓋
ぞ
徹
せ
ざ
る
と
。

足

［
注
］
鄭
（
玄
）
曰
く
、
蓋
は
何
不
な
り
。
周
法
は
什
↓
に
し
て
税
す
。
之
を

徹
と
謂
ふ
。
徹
は
通
な
り
。
天
下
の
通
法
爲
り
。

［
論
語
本
文
］
日
、
二
君
猶
不
足
、
如
之
何
、
其
徹
也
。

［
僻
書
・
劉
賓
楠
解
］
曰
く
、
二
に
し
て
吾

其
れ
徹
せ
ん
や
と
。

猶
ほ
足
ら
ざ
る
に
、
之
を
如
何
ぞ
、
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［
注
］
孔
（
安
國
）
曰
く
、
二
と
は
挙
証
に
し
て
税
す
る
を
謂
ふ
。

［
論
語
本
文
］
封
日
、
百
姓
足
、
君
軌
與
不
足
。
百
姓
不
足
、
出
牢
與
足
。

［
何
嬰
・
劉
賓
楠
解
］
封
へ
て
曰
く
、
百
姓
　
足
れ
ば
、
君
　
執
と
與
に
か
足

ら
ざ
ら
ん
。
百
姓
　
足
ら
ざ
れ
ば
、
君
　
敦
と
與
に
か
足
ら
ん
と
。

［
注
］
孔
（
安
國
）
曰
く
、
貌
は
誰
な
り
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
　
『
（
経
典
）
近
文
』
に
云
ふ
、
　
「
鱗
、
鄭
（
玄
）
本
と

飢
に
作
る
」
と
。

　
奮
と
一
説
有
り
て
云
ふ
、
哀
憐
十
二
年
・
十
三
年
、
皆
な
姦
有
り
、
連
年

兵
を
郊
に
用
ふ
。
又
た
齊
警
有
り
（
＊
）
。
此
れ
年
　
磯
え
て
用
　
足
ら
ざ
る

所
以
な
り
と
。

　
愚
謂
へ
ら
く
、
此
の
問
ひ
は
當
に
十
二
年
に
田
を
用
て
賦
す
る
の
前
に
在

る
べ
し
。
故
に
云
ふ
、
二
に
し
て
吾
　
猶
ほ
足
ら
ず
と
。
明
ら
け
し
、
宣
公

畝
に
税
し
て
二
を
用
て
す
と
爲
す
に
屠
る
を
。
但
だ
哀
公
十
二
年
以
前
は
、
　
『
春

秋
』
未
だ
「
年
　
磯
ゆ
」
と
書
せ
ず
。
疑
ふ
ら
く
は
、
當
に
是
れ
穀
収
　
款
薄

な
る
も
、
未
だ
災
を
成
す
に
は
至
ら
ず
、
抑
そ
も
用
　
足
ら
ざ
る
に
因
ら
ん
。

故
に
此
の
言
を
爲
す
や
、
若
し
哀
公
十
二
年
の
後
に
在
れ
ば
、
則
ち
二
に
し
て

吾
　
猶
ほ
足
ら
ず
の
文
と
合
せ
ず
。
殆
ど
未
だ
然
ら
ざ
る
な
り
。

　
勲
氏
正
隻
『
癸
巳
類
稿
』
　
（
巻
三
「
徹
足
用
義
」
）
に
、
　
「
哀
公
　
年
　
鱗

え
て
、
用
　
足
ら
ず
と
言
ふ
。
用
と
は
、
煮
浸
の
征
、
力
役
の
征
な
り
。
民

食
有
り
て
、
而
る
後
能
く
賦
役
を
輸
す
。
有
若
　
民
の
食
を
留
め
て
、
以
て

國
用
を
裕
か
に
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
。
蓋
し
徹
と
は
、
米
粟
の
征
な
り
。
徹
と
言

へ
ば
、
則
ち
年
饒
う
る
の
民
、
食
を
足
ら
す
に
全
し
。
君
敦
と
與
に
か
用

に
足
ら
ざ
ら
ん
や
。
　
（
『
春
秋
』
）
虚
呆
ハ
十
五
年
に
、
　
「
初
め
て
畝
に
税
す
」
と
。

『
左
傳
』
に
云
ふ
、
　
「
禮
に
非
ざ
る
な
り
。
穀
　
出
だ
す
こ
と
、
籍
を
過
ぎ
ず

し
て
、
以
て
財
を
豊
か
に
す
る
な
り
」
と
。
亦
た
民
　
食
を
足
ら
せ
ば
、
則
ち

賦
役
の
用
　
供
は
る
を
言
ふ
。
故
に
財
を
豊
か
に
す
る
の
禮
と
爲
す
。
荒
政
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ

務
め
は
、
民
を
し
て
食
を
得
さ
し
む
る
に
在
り
。
君
卿
　
從
て
年
　
乞
え
て
食

に
足
ら
ざ
る
の
事
無
し
。
惟
だ
必
ず
二
を
取
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
民
散
じ
、

賦
　
訣
け
、
用
に
足
ら
ざ
る
の
み
。
　
（
『
周
禮
』
）
　
「
大
司
徒
」
に
、
　
「
荒
政

は
十
に
二
。
二
を
薄
征
と
日
ふ
」
と
。
故
に
有
若
饒
年
に
於
て
、
徹
に
し
て

用
に
足
る
と
言
ふ
。
此
れ
國
老
に
殴
り
て
、
推
計
を
謀
る
な
り
。
蓋
し
用
と
は

米
粟
に
は
非
ざ
る
な
り
。
徹
と
は
賦
役
に
は
非
ざ
る
な
り
」
と
。

　
「
百
姓
」
と
は
、
　
『
説
文
』
　
（
女
部
）
に
云
ふ
、
　
「
姓
は
人
の
生
ず
る
所
な
り
」

と
。
民
は
姓
を
一
に
せ
ず
。
故
に
百
と
翻
す
。
　
「
百
姓
　
足
れ
ば
、
君
軌
と

與
に
か
足
ら
ざ
ら
ん
」
と
は
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
貨
財
は
皆
な
民
よ
り
出
づ
。

百
姓
　
用
に
足
れ
ば
、
君
も
亦
た
用
に
足
る
な
り
。
　
「
百
姓
　
足
ら
ざ
れ
ば
、
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君
　
執
と
與
に
か
足
ら
ん
」
と
は
（
正
義
原
文
「
足
」
を
「
不
足
」
に
作
る
は

誤
り
）
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
百
姓
　
用
に
足
ら
ざ
れ
ば
、
君
も
亦
た
足
ら
ざ
る

な
り
。
　
「
與
」
は
取
與
の
與
の
如
し
。
　
『
漢
書
』
　
「
谷
永
傳
」
は
、
　
「
與
」
を

　
「
予
」
に
作
る
。
通
用
の
字
な
り
。

　
　
『
三
子
』
　
「
富
國
篇
」
に
、
　
「
下
　
貧
し
け
れ
ば
、
則
ち
上
　
貧
し
。
下

富
め
ば
、
則
ち
上
　
富
む
。
故
に
田
野
縣
鄙
は
財
の
本
な
り
。
即
断
倉
稟
は
財

の
末
な
り
。
百
姓
　
時
に
和
し
、
事
業
叙
す
る
を
得
る
は
貨
の
源
な
り
。
等
賦

府
庫
は
貨
の
流
な
り
。
故
に
明
主
は
必
ず
謹
み
て
其
の
和
を
養
ひ
、
其
の
流
を

節
し
、
其
の
源
を
開
く
。
而
し
て
時
に
掛
評
す
。
漬
然
と
し
て
夫
れ
下
を
し
て

必
ず
鈴
有
ら
し
む
（
「
即
下
」
、
正
義
原
文
及
び
丁
子
原
文
「
天
下
」
に
作
る
が
、

王
先
謙
校
に
よ
り
改
め
る
）
。
而
し
て
上
　
足
ら
ざ
る
を
憂
へ
ず
。
是
く
の
如

く
ん
ば
、
則
ち
上
下
　
倶
に
富
み
て
、
交
こ
も
之
を
諭
す
る
所
無
し
。
是
れ
國

計
の
極
な
る
を
知
る
な
り
。
故
に
禺
に
十
年
の
水
あ
り
、
湯
に
七
年
の
旱
あ
り
。

回
る
に
天
下
に
菜
色
す
る
者
無
し
。
十
年
前
後
、
年
穀
　
復
た
回
し
、
而
し
て

蓄
積
に
籐
有
り
。
是
れ
官
故
無
し
。
本
末
源
流
を
知
る
の
謂
ひ
な
り
」
と
。

　
『
潅
南
子
』
　
マ
王
述
訓
」
に
、
　
「
夫
れ
民
の
生
を
爲
む
る
や
、
一
人
　
来
を

蹟
み
て
耕
す
は
、
十
畝
を
過
ぎ
ず
。
中
田
の
獲
の
卒
歳
の
牧
、
畝
に
四
石
に
過

ぎ
ず
。
妻
子
老
弱
、
仰
ぎ
て
之
を
食
ら
ふ
。
時
に
溶
旱
災
害
の
患
有
れ
ば
、
以

て
上
の
車
馬
兵
革
の
費
を
徴
賦
す
る
に
給
す
る
無
し
。
此
れ
に
由
り
て
之
を
観

れ
ば
、
則
ち
人
の
生
欄
な
り
。
夫
れ
天
地
の
大
、
三
年
の
耕
を
計
り
て
、
一
年

の
食
を
沖
す
。
九
年
を
率
ひ
て
、
三
年
の
畜
有
り
。
十
八
年
に
し
て
、
六
年
の

積
有
り
。
二
十
七
年
に
し
て
、
九
年
の
儲
有
り
。
潜
旱
災
害
の
殊
ひ
あ
り
と
難
も
、

民
に
困
窮
流
亡
す
る
莫
き
な
り
。
故
に
國
に
九
年
の
畜
無
し
、
之
を
不
足
と
謂
ふ
。

六
年
の
積
無
し
、
之
を
欄
急
と
謂
ふ
。
三
年
忌
畜
無
し
、
之
を
窮
乏
と
謂
ふ
。

故
に
仁
君
明
王
有
る
や
、
其
の
下
に
取
る
に
節
有
り
。
自
ら
養
ふ
に
度
有
り
。

則
ち
天
地
を
承
噂
し
て
、
下
男
の
患
に
離
ら
ざ
る
を
得
。
若
し
食
主
暴
君
、
其

の
下
を
擁
し
、
其
の
民
を
侵
円
し
、
以
て
無
窮
の
欲
に
適
へ
し
む
れ
ば
、
則
ち

百
姓
、
以
て
天
和
を
被
り
、
地
徳
を
履
む
無
し
」
と
。

　
二
文
　
並
び
に
此
の
文
の
旨
を
獲
明
す
る
に
足
る
。

　
『
説
苑
』
　
「
政
理
篇
」
に
、
　
「
魯
の
哀
咽
　
政
を
孔
子
に
問
ふ
。
封
へ
て
曰
く
、

政
は
民
を
し
て
富
ま
し
む
る
に
在
り
と
（
正
義
原
文
「
在
」
字
を
「
有
」
に
作

る
）
。
哀
公
曰
く
、
何
の
謂
ひ
そ
や
と
。
孔
子
曰
く
、
賦
敏
を
薄
く
す
れ
ば
、

則
ち
民
　
富
む
と
。
公
曰
く
、
是
の
若
く
ん
ば
、
則
ち
寡
人
　
貧
な
り
と
。
孔

子
曰
く
、
　
『
詩
』
　
（
大
雅
・
洞
酌
）
に
云
ふ
、
　
『
凱
悌
な
る
君
子
は
、
民
の
父

母
た
り
騙
と
つ
未
だ
其
の
子
富
み
て
、
父
母
貧
し
き
者
を
見
ざ
る
な
り
」
と
。

　
此
の
章
の
問
答
と
正
に
同
じ
。

注
の
「
周
法
」
よ
り
「
通
法
」
に
至
る
ま
で
。

「
正
義
」
に
曰
く
、
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那
（
禺
）
疏
に
云
ふ
、
　
「
『
（
春
秋
）
公
羊
傳
』
　
（
宣
公
十
五
年
）
に
曰
く
、
　
『
古

は
什
一
に
し
て
籍
す
。
什
一
は
天
下
の
中
正
な
り
。
什
一
よ
り
多
け
れ
ば
、
大

桀
小
獣
な
り
。
什
一
よ
り
受
け
れ
ば
、
大
絡
小
鷺
な
り
。
什
一
は
天
下
の
中
正

な
り
。
五
一
　
行
は
れ
て
頒
聲
作
る
』
と
。
『
（
春
秋
）
穀
清
子
』
（
宣
公

十
五
年
）
に
亦
た
云
ふ
、
　
『
古
は
什
↓
に
し
て
籍
す
』
と
。
　
『
孟
子
』
　
（
藤
文

公
玉
上
）
に
云
ふ
、
　
『
夏
干
氏
　
五
十
に
し
て
貢
す
。
股
人
　
七
十
に
し
て
助
す
。

兄
人
　
百
畝
に
し
て
徹
す
。
其
の
實
は
皆
な
什
一
な
り
』
と
。
趙
岐
注
に
云
ふ
、

『
民
　
五
十
畝
を
耕
す
も
の
、
五
畝
を
貢
上
す
。
七
十
畝
を
耕
す
者
、
七
畝
を
・

以
て
公
家
に
助
す
。
百
畝
を
耕
す
者
、
徹
に
は
十
畝
を
取
り
て
以
て
賦
と
爲
す
。

名
義
を
異
に
す
と
難
も
、
多
少
は
同
じ
。
故
に
云
ふ
、
皆
な
夢
心
な
り
』
と
。

　
書
傳
（
＊
）
に
『
十
こ
を
云
ふ
者
多
し
。
故
に
杜
預
云
ふ
、
　
『
古
は
公
田

の
法
、
十
に
其
の
一
を
取
る
』
と
（
宣
公
十
五
年
。
杜
注
原
文
に
「
古
者
」
の

二
字
な
し
）
。
十
畝
の
内
、
一
を
取
る
を
謂
ふ
。
便
法
　
既
に
已
に
十
畝
に
一

を
取
る
な
り
。

　
『
春
秋
』
魯
宣
公
十
五
年
に
、
　
『
初
め
て
畝
に
税
す
』
と
。
又
た
其
の
餓
畝

を
履
み
て
、
更
に
復
た
十
に
其
の
一
を
牧
む
。
乃
ち
是
れ
十
に
其
の
二
を
取
る

な
り
。
故
に
此
れ
哀
公
憤
ふ
、
　
『
二
に
し
て
吾
　
猶
ほ
足
ら
ず
』
と
。
十
の
内

二
を
税
し
て
、
猶
ほ
尚
ほ
足
ら
ざ
る
と
謂
へ
ば
、
則
ち
野
生
の
後
よ
り
、
遂
に

十
二
を
以
て
常
と
湿
す
。
故
に
『
初
め
て
』
と
日
ふ
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
初
め

て
十
二
を
税
す
る
は
馬
丁
よ
り
始
ま
る
な
り
。

　
諸
書
　
皆
な
十
一
に
し
て
税
す
と
言
ふ
。
而
る
に
『
周
忌
』
　
〈
載
師
〉
に
、
　
『
凡

そ
任
地
の
、
近
郊
は
十
に
一
、
遠
郊
は
二
十
に
し
て
三
、
旬
梢
上
都
は
皆
な
十

に
二
を
過
ぐ
る
無
く
、
叢
林
の
征
は
二
十
に
し
て
五
馳
と
日
ふ
は
、
彼
は
王
畿

の
内
、
共
す
る
所
多
き
を
謂
ふ
。
故
に
賦
税
　
重
し
。
諸
書
に
言
ふ
所
の
什
一

と
は
、
皆
な
畿
外
の
國
を
謂
ふ
な
り
。
故
に
此
こ
に
鄭
玄
云
ふ
、
　
『
什
一
に
し

て
税
す
。
之
を
徹
と
謂
ふ
。
徹
は
通
な
り
。
天
下
の
通
法
爲
り
』
と
。
天
下
は

皆
な
什
一
な
る
を
言
ふ
の
み
。
畿
内
も
亦
た
什
一
と
は
言
は
ざ
る
な
り
」
と
。

　
『
詩
』
　
「
甫
田
」
孔
（
酒
豪
）
疏
に
云
ふ
、
　
「
周
制
に
貢
有
り
助
有
り
。
助

と
は
、
九
夫
に
し
て
一
夫
の
田
を
税
す
る
な
り
。
貢
と
は
、
什
一
に
し
て
一
夫

の
穀
を
貢
す
る
な
り
。
之
を
通
じ
て
、
二
十
夫
に
し
て
二
夫
を
税
す
。
罵
れ
什

中
に
一
を
税
す
と
爲
す
な
り
。
故
に
『
（
周
禮
）
冬
官
』
〈
匠
人
〉
注
に
、
廣

く
善
男
を
引
き
て
之
を
論
じ
て
云
ふ
、
　
『
周
制
、
畿
内
に
は
夏
の
貢
法
を
用
ひ
、

夫
を
税
し
て
公
田
無
し
。
罷
工
に
は
股
の
助
法
を
用
ひ
、
公
田
を
制
し
て
夫
を

税
せ
ず
。
貢
と
は
、
自
ら
其
の
受
く
る
所
の
田
を
治
め
て
、
其
の
税
の
穀
を
貢

す
る
な
り
。
助
と
は
、
民
の
力
を
借
り
て
以
て
公
田
を
治
め
、
又
た
焉
よ
り
牧

敏
せ
し
む
る
な
り
』
と
。

　
諸
侯
　
之
を
徹
と
謂
ふ
は
、
其
の
率
を
通
ず
る
に
、
什
一
を
以
て
正
と
爲
せ

ば
な
り
。
　
『
孟
子
』
　
（
縢
一
驚
上
）
に
云
ふ
、
　
『
野
は
九
夫
に
し
て
一
を
税
す
。

國
中
は
三
一
な
り
』
と
。
是
れ
邦
國
　
亦
た
外
内
の
法
を
異
に
す
る
の
み
。
是

れ
鄭
　
通
率
を
解
し
て
什
一
の
事
と
爲
す
な
り
。
　
『
孟
子
』
　
（
縢
主
公
上
）
に
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又
た
云
ふ
、
　
『
方
里
に
し
て
井
あ
り
。
井
は
九
百
畝
。
其
の
中
を
公
田
と
爲
す
。

八
家
　
皆
な
百
畝
を
私
し
、
同
に
公
田
を
養
ふ
。
公
事
　
畢
は
り
て
、
然
る
後
、

敢
へ
て
私
事
を
勧
む
、
野
人
に
別
つ
所
以
な
り
』
と
。
汰
れ
助
法
を
説
く
な
り
。

井
に
は
一
夫
を
別
ち
て
以
て
公
に
入
る
な
り
。
野
人
に
別
つ
と
云
ふ
は
、
野
人

の
法
を
別
ち
、
國
中
と
同
じ
か
ら
ざ
ら
し
む
る
な
り
。
助
法
は
既
に
百
畝
を
公

田
と
臥
す
と
言
ふ
。
則
ち
自
ら
賦
せ
し
む
る
者
は
、
明
ら
け
し
、
是
れ
自
ら
其

の
田
を
治
め
、
其
の
税
の
穀
を
貢
す
る
な
り
。
助
は
則
ち
九
に
し
て
一
を
助
す
。

貢
は
則
ち
什
一
に
し
て
一
を
貢
す
。
通
率
は
什
一
爲
る
な
り
。
鄭
の
言
の
如
く

ん
ば
、
邦
國
も
居
た
外
内
を
異
に
す
。
則
ち
諸
侯
郊
内
に
は
貢
し
、
郊
外
に

は
助
す
。
　
而
る
に
鄭
正
に
言
ふ
、
畿
内
に
は
寸
法
を
用
ひ
、
邦
國
に
は
助
法

を
用
ふ
と
（
正
義
原
文
「
貢
」
字
を
　
「
夏
」
に
つ
く
る
）
。
以
爲
ら
く
諸
侯

皆
な
聾
す
る
は
、
諸
侯
の
街
上
の
地
少
な
く
、
郊
外
に
助
す
る
者
多
き
を
以

て
の
故
に
、
邦
國
を
以
て
助
と
恥
し
、
畿
内
の
貢
に
歯
し
て
外
内
を
異
に
す
と

爲
す
な
り
。
史
傳
の
助
貢
の
法
を
説
く
も
の
、
惟
だ
孟
子
の
み
明
ら
か
に
す

と
爲
す
。
鄭
其
の
言
に
擦
り
て
、
二
一
に
し
て
徹
す
る
を
以
て
外
敵
を
通
ず

る
の
率
と
爲
す
。
理
は
則
ち
然
り
。

　
而
る
に
（
『
漢
書
晦
）
〈
食
貨
志
V
に
云
ふ
、
　
『
井
は
方
一
里
に
し
て
是
れ

九
夫
あ
り
。
八
家
之
を
共
に
し
、
各
お
の
私
田
百
畝
を
亡
く
。
公
田
十
畝
（
正

義
原
文
「
八
十
畝
」
に
誤
る
）
。
駈
れ
八
百
八
十
二
藍
り
。
二
十
畝
を
絵
し
て

盧
舎
を
爲
る
』
と
。
其
の
言
孟
子
を
取
り
て
説
を
画
す
も
、
其
の
本
旨
を
失
す
。

欝
気
す
ら
既
に
此
の
言
有
り
。
是
に
由
り
て
華
儒
遂
に
謬
る
。
何
等
の
『
公

羊
（
傳
）
』
に
注
し
、
萢
寧
の
『
穀
梁
（
傳
）
』
を
解
し
、
趣
意
の
『
孟
子
』

に
注
し
、
宋
均
の
『
樂
緯
』
を
説
く
は
、
威
な
以
て
泊
り
と
達
す
。
皆
な
義
は

鄭
に
異
な
り
て
、
理
は
通
ず
べ
か
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば
、
則
ち
井
九
百
畝
に
し

て
其
の
中
を
公
田
と
画
す
と
言
へ
ば
、
則
ち
中
央
の
百
畝
、
共
に
公
田
亙
り
。

家
ご
と
に
十
畝
を
取
る
を
得
ざ
る
な
り
。
又
た
八
家
　
皆
な
百
畝
を
私
す
と
言

へ
ば
、
則
ち
百
畝
は
別
な
驕
て
公
な
り
。
何
ぞ
復
た
二
十
畝
を
以
て
盧
舎
と
爲

す
を
得
ん
や
。
同
に
公
田
を
養
ふ
と
言
へ
ば
、
是
れ
八
家
は
共
に
公
事
を
理
む

る
な
り
。
何
ぞ
家
ご
と
に
十
畝
を
分
か
ち
て
自
ら
之
を
治
む
る
を
得
ん
や
。
若

し
家
ご
と
に
十
畝
を
取
り
て
、
各
お
の
自
ら
之
を
治
む
れ
ば
、
安
ん
ぞ
之
を
同

に
養
ふ
と
謂
ふ
を
得
ん
や
。
若
し
二
十
畝
を
底
舎
と
爲
せ
ば
、
則
ち
家
ご
と
に

二
畝
半
を
亦
た
私
に
入
る
な
り
。
則
ち
家
ご
と
に
別
に
私
に
百
二
畝
半
を
有
す

る
な
り
。
何
ぞ
八
家
　
皆
な
百
畝
を
私
す
と
爲
す
を
得
ん
や
。
此
れ
皆
な
諸
儒

の
謬
な
り
。

　
鄭
〈
匠
人
〉
の
注
に
建
て
云
ふ
、
　
『
野
は
九
夫
に
し
て
一
を
税
す
喚
と
。
此

の
〈
箋
〉
に
云
ふ
、
　
『
井
は
一
夫
に
税
す
。
其
の
田
は
百
畝
』
と
。
是
れ
鄭
の

意
は
、
家
ご
と
に
公
田
十
畝
を
別
つ
、
及
び
二
下
半
を
盧
舎
と
卜
す
の
事
無
し
。

俗
は
曲
説
を
以
て
多
趣
に
同
じ
と
す
。
回
れ
又
た
妻
室
を
失
へ
り
」
と
。

　
案
ず
る
に
、
　
『
詩
嚇
疏
は
信
義
を
引
申
し
て
甚
だ
詳
し
く
辮
ず
。
然
る
に
鄭

氏
は
徹
法
を
以
て
諸
侯
の
郊
内
に
は
貢
し
、
郊
外
に
は
助
す
と
透
す
。
因
り
て
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徹
を
訓
じ
て
通
と
齢
す
。
近
儒
は
亦
た
之
に
從
は
ず
し
て
、
多
く
趙
岐
の
『
孟
子
』

注
を
以
て
然
り
と
爲
す
。
劉
は
『
孟
子
晦
に
注
し
て
云
ふ
、
　
「
家
ご
と
に
百
畝

を
耕
し
、
十
畝
を
徹
取
し
て
以
て
税
と
下
す
な
り
」
と
（
正
義
原
文
「
税
」
字

を
「
賦
」
に
作
る
）
。
趙
岐
と
義
　
同
じ
。

　
案
ず
る
に
、
　
『
説
文
』
　
（
支
部
）
に
は
則
ち
、
　
「
徹
」
は
本
と
「
通
」
と
訓
ず
。

徹
刀
（
力
部
）
の
下
に
云
ふ
、
　
「
登
な
り
」
と
。
趙
・
劉
「
徹
」
を
以
て
「
取
」

と
爲
す
。
或
ひ
は
即
ち
勢
の
段
字
な
り
。
然
る
に
『
孟
子
』
　
（
縢
文
公
・
上
）

に
云
ふ
、
　
「
徹
は
徹
な
り
」
と
。
本
字
に
就
き
て
訓
を
幽
す
。
転
籍
を
煩
は
さ

ざ
る
に
似
た
り
。
則
ち
鄭
義
　
長
ず
と
題
す
。

　
（
『
周
禮
』
）
　
「
稼
人
職
（
司
稼
）
」
に
云
ふ
、
　
「
野
を
巡
り
て
稼
を
観
る
。

年
の
上
下
を
以
て
至
公
を
出
だ
す
」
と
。
挑
氏
文
田
『
求
是
聖
主
』
に
謂
ふ
、
　
「
敏

法
と
は
即
ち
徹
法
な
り
」
と
。
蓋
し
徹
に
常
額
無
し
。
惟
だ
豊
凶
及
び
君
民
を

通
じ
て
之
を
計
り
、
百
畝
を
合
し
て
、
十
畝
の
入
を
以
て
税
を
爲
す
。
此
れ
「
徹
」

を
「
通
」
と
訓
ず
る
の
義
な
り
。
鄭
君
　
但
だ
通
率
は
什
一
と
言
ふ
は
、
徹
制

と
貢
助
と
相
通
ず
る
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
。
其
の
民
に
取
る
や
、

通
計
せ
ざ
る
無
き
こ
と
知
る
べ
し
。
郊
内
に
は
貢
し
、
郊
外
に
は
助
す
る
に
至

り
て
は
、
選
り
文
の
『
孟
子
』
に
見
ゆ
る
の
み
な
ら
ず
、
即
ち
（
『
周
禮
』
）
　
「
載

師
」
の
「
任
地
」
を
以
て
之
を
謹
す
。
王
畿
の
内
外
は
既
に
敏
法
　
各
お
の
異

な
れ
ば
、
則
ち
諸
侯
の
郊
内
郊
外
の
敏
法
も
同
じ
か
ら
ず
と
謂
ふ
も
、
亦
た
契

ぞ
疑
は
ん
や
。

　
『
後
漢
書
』
　
「
陸
墨
傳
」
に
、
　
「
青
れ
什
一
に
し
て
税
す
。
周
に
は
之
を
徹

と
謂
ふ
。
徹
と
は
通
な
り
。
其
の
法
度
当
世
に
通
じ
て
行
ふ
べ
き
を
言
ふ
な
り
」

と
。
此
れ
鄭
君
と
訓
　
同
じ
く
し
て
義
　
異
な
る
。
且
つ
未
だ
町
制
の
何
若
な

る
や
を
言
は
ず
。
其
の
義
　
終
に
明
ら
か
に
し
難
き
な
り
。

注
の
「
二
日
、
二
謂
什
二
而
税
」
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
　
（
『
周
程
』
）
　
「
匠
人
」
疏
に
此
の
注
を
引
き
て
「
鄭
日
」

に
作
る
。
或
ひ
は
鄭
に
亦
た
注
有
り
。
而
る
に
偽
孔
　
之
を
襲
ふ
。
鄭
の
上
の

注
に
「
周
制
は
什
一
に
し
て
税
す
」
と
云
ふ
に
掠
れ
ば
、
則
ち
此
の
二
と
は
、

什
に
し
て
二
を
取
る
と
面
す
。
此
れ
即
ち
宣
公
の
畝
に
税
す
る
の
事
を
指
す
。

黒
血
に
至
り
て
は
、
有
子
の
諌
め
に
違
ひ
て
、
復
た
田
を
用
て
賦
す
。
什
二
に

比
し
て
益
ま
す
重
し
と
慰
す
。
宜
な
る
か
な
、
孟
子
の
時
に
至
り
て
、
亟
亟

賦
敏
を
薄
く
す
る
を
以
て
仁
政
と
録
す
こ
と
。

＊
「
齊
警
」
と
は
哀
公
十
一
年
の
齊
出
兵
の
こ
と
を
指
す
。

＊
「
謹
呈
」
と
は
、
書
名
で
は
な
く
、
　
「
諸
々
の
古
傳
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
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第
十
章

［
論
語
本
文
］
子
張
間
崇
徳
昏
惑
。

［
何
曼
。
劉
賓
楠
解
］
子
張
徳
を
崇
く
し
、
惑
ひ
を
辮
ぜ
ん
こ
と
を
問
ふ
。

［
注
］
孔
（
安
國
）
曰
く
、
辮
は
別
な
り
。

［
論
語
本
文
］
子
日
、
主
忠
信
、
徒
義
、
崇
徳
也
。

［
何
曇
・
劉
賓
楠
解
］
子
曰
く
、
忠
信
に
託
し
み
、
義
に
徒
る
は
、
徳
を
崇
く

す
る
な
り
。

［
注
］
包
（
成
）
曰
く
、
義
に
怠
る
と
は
、
義
を
見
れ
ば
、
則
ち
意
を
徒
し
て

之
に
從
ふ
な
り
。

［
論
語
本
文
］
愛
之
欲
其
生
、
悪
之
臨
監
死
。
既
欲
密
生
、
又
欲
臨
写
。
是
惑
也
。

［
何
嬰
・
劉
賓
楠
解
］
之
を
愛
せ
ば
其
の
生
き
ん
こ
と
を
欲
し
、
之
を
悪
め
ば

其
の
死
な
ん
こ
と
を
欲
す
。
既
に
其
の
生
を
欲
し
、
又
た
其
の
死
を
欲
す
。
是

れ
惑
ひ
な
り
。

［
注
］
包
（
成
）
曰
く
、
愛
悪
當
に
常
有
る
べ
し
。
一
た
び
之
を
生
か
さ
ん

と
欲
し
、
↓
た
び
之
を
死
な
さ
ん
と
欲
す
。
是
れ
心
惑
へ
ば
な
り
。

［
論
語
本
文
］
誠
不
以
富
、
亦
砥
以
異
。

［
何
曇
・
劉
賓
楠
解
］
誠
に
富
を
以
て
せ
ず
、
亦
た
砥
だ
異
な
る
を
以
て
す
と
。

［
注
］
鄭
（
玄
）
曰
く
、
此
れ
『
詩
』
の
「
小
雅
」
な
り
。
砥
は
適
な
り
。
言

ふ
こ
こ
ろ
は
、
此
の
行
ひ
誠
に
以
て
富
を
致
す
べ
か
ら
ず
。
適
だ
以
て
異
な
る

を
爲
す
に
足
る
の
み
。
此
の
詩
の
異
義
を
取
り
て
、
以
て
之
を
逼
る
な
り
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
呉
氏
嘉
賓
『
説
』
に
、
　
「
克
己
復
禮
、
崇
徳
辮
惑
は
、

皆
な
古
の
言
な
り
。
古
訓
多
く
韻
を
協
へ
て
、
以
て
蒙
の
諦
に
便
な
ら
し
む
」

と
。

　
案
ず
る
に
、
　
恵
ホ
徳
」
と
は
、
　
『
網
棚
』
　
「
塩
詰
」
に
、
　
「
崇
は
高
な
り
」
と
。

人
の
有
徳
に
於
て
、
之
を
尊
崇
す
る
を
謂
ふ
な
り
。

　
「
主
忠
信
」
と
は
、
鄭
（
玄
）
　
「
學
而
篇
」
の
注
に
於
て
云
ふ
、
　
「
主
は
親

な
り
」
と
。
忠
信
の
人
に
於
て
、
之
に
親
近
す
る
を
謂
ふ
な
り
。
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「
愛
録
事
其
生
、
悪
之
欲
若
死
」
と
は
、
其
の
人
に
愛
す
べ
く
悪
む
べ
き
の

實
有
る
に
は
非
ず
。
但
だ
情
に
任
せ
て
之
を
愛
悪
す
る
を
言
ふ
な
り
。

　
先
從
叔
丹
徒
君
『
（
論
語
）
駐
枝
』
に
曰
く
、
　
「
『
愛
之
欲
其
生
、
悪
之
欲

其
死
』
と
は
、
猶
ほ
人
を
進
る
に
、
將
に
諸
を
膝
に
加
へ
ん
と
す
る
が
若
く
、

人
を
退
く
る
に
、
將
に
諸
を
淵
に
隊
と
さ
ん
と
す
る
が
若
し
と
言
ふ
が
ご
と
し

（
『
禮
記
』
　
「
檀
弓
」
下
。
正
義
原
文
「
言
」
字
を
「
之
」
に
作
る
）
。
皆
な

形
容
讐
況
の
僻
な
り
。
　
『
既
欲
草
生
、
又
欲
其
元
』
と
は
、
覆
た
び
上
文
を
基

げ
て
、
其
の
詞
を
迫
窄
し
、
以
て
「
惑
」
字
を
起
こ
す
な
り
。
雨
意
あ
る
に
は

非
ざ
る
な
り
」
と
。
又
た
云
ふ
、
　
「
人
情
の
偏
（
論
語
腓
枝
原
文
は
「
入
情
」

を
人
性
」
に
作
る
）
、
愛
悪
甚
だ
し
き
と
爲
す
。
内
に
人
を
知
る
の
明
無
く
、

外
に
殿
春
の
蔽
有
れ
ば
な
り
。
能
く
至
仁
に
し
て
易
ら
ざ
る
者
有
る
鮮
な
し
」
と
。

　
謹
み
て
案
ず
る
に
、
　
（
『
迫
出
』
）
　
「
樂
記
」
に
云
ふ
、
　
「
著
ら
か
な
れ
ば
、

則
ち
賢
不
肖
別
た
る
」
と
。
　
「
著
」
と
は
猶
ほ
明
の
ご
と
き
な
り
。
孔
（
頴
達
）

疏
に
云
ふ
、
　
「
好
む
所
は
其
の
善
を
得
、
悪
む
所
は
其
の
悪
を
得
。
則
ち
賢
不

肖
は
自
然
に
分
別
す
」
と
。
今
此
れ
忽
ち
愛
し
、
忽
ち
悪
む
。
是
れ
好
悪
未

だ
著
ら
か
な
ら
ず
。
故
に
賢
不
肖
亦
た
辮
ず
る
能
は
ず
。
惑
ひ
に
非
ず
し
て

何
ぞ
や
。
　
『
（
経
典
）
繹
文
』
に
云
ふ
、
　
「
『
惑
』
、
本
亦
た
『
或
』
に
作
る
」

と
。

　
案
ず
る
に
、
　
『
説
文
』
　
（
心
部
）
に
、
　
「
惑
は
齪
な
り
」
と
。
惑
・
或
は
古

今
の
字
爲
り
。
皇
（
侃
）
本
は
、
「
崇
徳
也
」
の
「
也
」
字
無
く
、
「
愛
之
欲

七
生
」
の
三
句
の
下
に
各
お
の

に
作
る
。

注
の
「
辮
別
也
」
。

「
也
」
字
有
り
。
　
「
誠
」
、
　
『
勝
軍
㎞
は
「
成
」

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
辮
は
別
な
り
と
は
、
亦
た
常
訓
な
り
。

に
、
　
「
辮
は
判
な
り
」
　
「
判
・
別
は
義
同
じ
」
と
。

注
の
「
愛
悪
」
よ
り
「
惑
也
」
に
至
る
ま
で
。

『
説
文
』
　
（
刀
部
）

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
愛
重
當
に
常
有
る
べ
し
と
は
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
愛

悪
其
の
理
を
失
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
能
く
常
有
り
て
、
愛
異
に
至
ら
ざ
る
な
り
。

一
た
び
之
を
生
か
さ
ん
と
欲
し
、
一
た
び
之
を
死
な
せ
ん
と
欲
す
と
は
、
一
念

之
を
生
か
さ
ん
と
欲
し
、
一
念
之
を
死
な
せ
ん
と
欲
す
る
を
謂
ふ
な
り
。
此

れ
線
て
、
経
文
の
「
愛
之
落
雪
生
」
の
四
句
の
意
を
繹
く
な
り
。

　
『
漢
書
』
　
「
王
尊
傳
」
に
、
　
「
平
乗
興
言
王
尊
を
訟
へ
て
曰
く
、
　
『
尊
は

京
師
慶
乱
し
、
重
盗
並
び
興
る
を
以
て
、
賢
に
選
ば
れ
て
徴
用
さ
れ
、
起
塾

し
て
卿
と
爲
る
。
賊
齪
既
に
除
か
れ
、
豪
猜
睾
に
伏
す
る
に
、
即
ち
俵
巧
を

以
て
慶
黙
せ
ら
る
。
一
尊
の
身
、
三
期
の
間
に
、
乍
ち
賢
、
乍
ち
俵
。
豊
に
甚

し
か
ら
ず
や
。
孔
子
曰
く
、
〈
之
を
愛
せ
ば
其
の
生
き
ん
こ
と
を
欲
し
、
之
を



悪
め
ば
其
の
死
な
ん
こ
と
を
欲
す
。
撚
れ
惑
ひ
な
り
〉
』
」
と
。
此
の
文
の
引

く
所
を
親
れ
ば
、
其
の
義
益
ま
す
明
ら
か
な
り
。

［
何
曇
・
劉
賓
注
解
］
齊
の
景
看
官
を
孔
子
に
問
ふ
。
孔
子
封
へ
て
曰
く
、

君
君
た
り
、
臣
臣
た
り
、
黒
血
た
り
、
子
子
た
り
と
。

注
の
「
此
詩
」
よ
り
「
非
之
」
に
至
る
ま
で
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
　
『
詩
』
　
「
關
唯
」
疏
に
此
の
注
の
首
句
を
引
き
て
云
ふ
、

「
此
れ
『
詩
』
小
羊
〈
我
行
豊
野
〉
の
句
な
り
」
と
。
軽
罪
や
備
は
る
。
砥

は
適
な
り
と
は
、
毛
傳
の
文
な
り
。
鄭
の
彼
の
箋
に
云
ふ
、
　
「
女
は
禮
を
以
て

室
家
と
爲
ら
ざ
れ
ば
、
事
を
成
す
も
以
て
富
を
得
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
女
は

亦
た
適
に
此
を
以
て
自
ら
人
道
に
異
な
れ
ば
、
忌
む
べ
し
と
言
ふ
な
り
」
と
。

以
て
富
を
得
る
に
足
ら
ず
と
は
、
即
ち
此
の
注
の
以
て
富
を
致
す
べ
か
ら
ざ
る

な
り
。
惟
だ
成
・
誠
の
二
字
、
各
お
の
文
に
就
き
て
訓
を
免
す
も
、
其
の
實
は
『
毛

詩
』
は
成
に
作
る
。
亦
た
誠
の
段
借
な
り
。
自
ら
人
道
に
異
な
る
は
、
即
ち
是

れ
惑
ひ
な
り
。
故
に
其
の
義
を
取
り
て
、
以
て
此
の
惑
ひ
を
非
る
な
り
。

［
注
］
孔
（
安
國
）
曰
く
、
此
の
時
に
當
り
て
、
陳
遅
生
を
制
し
、
君
君
た

ら
ず
、
臣
臣
た
ら
ず
、
父
父
た
ら
ず
、
子
子
た
ら
ず
。
故
に
以
て
封
ふ
。

［
論
語
本
文
］
公
日
、
善
哉
。

難
有
粟
、
吾
得
而
食
諸
。

信
建
玉
不
道
、
臣
不
調
、
父
慈
父
、
子
調
子
、

［
何
糞
・
劉
賓
楠
解
］
公
曰
く
、
善
き
か
な
。
信
に
如
し
君
君
た
ら
ず
、
臣

臣
た
ら
ず
、
父
父
た
ら
ず
、
子
子
た
ら
ざ
れ
ば
、
吾
粟
有
り
と
難
も
、
得
て

仕
れ
を
食
ら
は
ん
や
と
。

［
注
］
孔
（
安
國
）

た
し
て
齊
を
滅
す
。

曰
く
、
將
に
危
か
ら
ん
と
す
る
を
言
ふ
な
り
。
陳
球
果

第
十
一
章

［
論
語
本
文
］
齊
景
公
問
政
於
孔
子
。
孔
子
封
日
、
君
君
、
臣
臣
、
白
菊
、
子
子
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
景
公
、
名
は
杵
臼
、
荘
公
の
異
母
弟
な
り
。
　
『
史
記
』
　
「
齊

太
公
世
家
」
に
見
ゆ
。
　
『
周
書
睡
　
「
謹
法
解
」
に
、
　
「
義
を
布
き
て
剛
を
行
ふ

を
景
と
日
ふ
」
と
。

　
君
君
た
り
、
臣
臣
た
り
、
父
　
父
た
り
、
子
　
子
た
り
と
は
、
言
ふ
こ
こ



69　『論語正義』訳注

ろ
は
、
君
當
に
三
面
る
所
以
を
思
う
べ
く
、
臣
當
に
愛
糞
る
所
以
を
思
う
べ
く
、

父
當
に
父
過
る
所
以
を
思
う
べ
く
、
子
當
に
子
肖
る
所
以
を
思
う
べ
し
。
乃

ち
深
く
名
號
を
察
す
る
の
大
な
る
者
な
り
。

　
『
白
虎
通
』
　
「
三
綱
六
紀
篇
」
に
、
　
「
君
臣
と
は
何
の
謂
ひ
そ
や
。
君
は
華

な
り
。
下
の
心
を
蹄
す
る
所
な
り
。
臣
は
賢
な
り
（
正
義
及
び
白
虎
通
原
文
「
賢
」

上
に
「
纏
」
字
あ
る
も
、
季
立
校
に
よ
り
削
除
す
る
）
。
志
を
細
く
る
こ
と
自

ら
堅
固
な
り
。
父
子
と
は
何
の
謂
ひ
そ
や
。
父
は
矩
な
り
。
法
度
を
以
て
子
に

教
ふ
る
な
り
。
子
は
華
な
り
。
華
に
し
て
己
無
き
な
り
。
故
に
『
孝
経
』
　
（
諌

諄
篇
）
に
曰
く
、
　
『
父
に
螺
子
有
れ
ば
、
則
ち
身
は
不
義
に
陥
ら
ず
』
」
と
。

此
れ
君
臣
父
子
名
を
養
す
る
の
實
な
り
。

　
『
呂
氏
春
秋
』
　
「
弱
年
篇
」
に
、
　
「
凡
そ
治
を
爲
す
に
は
、
必
ず
先
づ
分
を

定
む
。
君
臣
父
子
夫
婦
の
六
三
、
位
に
當
れ
ば
、
則
ち
下
は
節
を
奮
え
ず
し
て
、

上
は
荷
に
爲
さ
ず
。
少
は
桿
辟
な
ら
ず
し
て
、
長
は
簡
慢
な
ら
ず
」
と
。
又
た

云
ふ
、
　
「
同
異
の
分
、
貴
賎
の
別
、
長
少
（
正
義
原
文
「
長
幼
」
に
作
る
）
の
義
、

此
れ
先
王
の
愼
む
所
に
し
て
、
治
齪
の
紀
な
り
」
と
。

　
『
左
（
傳
）
』
昭
（
公
）
二
十
六
年
傳
に
、
　
「
齊
侯
と
曇
子
と
路
寝
に
坐
す
。

公
歎
じ
て
曰
く
、
　
『
美
き
か
な
、
室
や
。
其
れ
誰
か
此
れ
を
有
せ
ん
や
』
と
。

封
へ
て
曰
く
、
　
『
其
れ
陳
氏
か
。
陳
氏
大
徳
無
き
と
難
も
、
民
に
施
す
有
り
。

後
世
若
し
少
し
く
惰
た
り
、
陳
氏
に
し
て
亡
び
ざ
れ
ば
、
則
ち
國
は
其
の
國

な
り
』
と
。
公
曰
く
、
　
『
善
き
か
な
。
逼
れ
若
何
す
べ
き
か
』
と
。
封
へ
て
曰
く
、

『
唯
だ
禮
の
み
以
て
之
を
已
む
べ
し
。
禮
に
在
り
て
は
、
家
施
す
も
國
に
及

ば
ず
』
」
と
。
又
た
曰
く
、
　
「
『
君
令
せ
ば
臣
乱
し
、
父
慈
し
め
ば
子
訂
し
、

兄
愛
す
れ
ば
弟
敬
み
、
夫
和
す
れ
ば
尊
覧
ぎ
、
軒
並
め
ば
婦
聴
ふ
は
、
禮

な
り
。
君
令
し
て
違
は
ざ
れ
ば
、
臣
共
し
て
武
は
ず
。
父
慈
し
み
て
教
ふ
れ

ば
（
正
義
原
文
「
教
」
、
　
「
敬
」
に
作
る
）
、
子
孝
に
し
て
箴
む
。
兄
愛
し

て
友
な
れ
ば
、
弟
敬
み
て
随
ふ
。
夫
和
し
て
義
あ
れ
ば
、
町
民
ぎ
て
正
し
。

姑
慈
し
み
て
歪
な
れ
ば
、
婦
聴
き
て
娩
な
り
。
禮
の
善
き
物
な
り
』
」
と
。

曇
子
の
言
ふ
所
は
、
正
に
夫
子
の
齊
侯
に
答
ふ
る
と
意
同
じ
。

　
玩
氏
元
「
校
勘
記
」
に
云
ふ
、
　
「
皇
尊
・
高
麗
本
（
未
見
）
は
『
吾
』
の
下

に
『
豊
』
字
有
り
。
　
『
（
経
典
）
駄
文
』
は
『
飯
豊
奇
智
食
諸
』
を
出
だ
し
て

云
ふ
、
　
『
本
亦
た
「
焉
溶
射
諸
諸
」
に
作
る
。
焉
は
於
慶
の
反
。
本
今
「
吾

得
而
急
撃
」
に
作
る
』
と
。
案
ず
る
に
、
　
『
史
記
』
　
〈
仲
尼
世
家
（
孔
子
世

家
）
V
及
び
『
漢
書
』
〈
武
五
子
傳
〉
は
、
並
び
に
『
量
』
に
作
る
。
皇
本
と

合
す
。
　
『
太
乎
御
覧
』
巻
二
十
二
に
『
聴
講
得
而
食
諸
』
を
引
く
。
　
『
豊
』
　
『
焉
』

『
悪
』
の
三
字
は
、
義
血
な
相
近
し
。
疑
ふ
ら
く
は
、
今
本
は
『
吾
』
の
下

に
脱
字
有
ら
ん
」
と
。

注
の
「
當
此
之
時
、
陳
恒
豊
野
」
。

「
正
義
」
に
曰
く
、
黄
氏
式
三
『
（
論
語
）
後
案
』
引
く
融
解
篭
が
曰
く
、
　
「
孔



70

子
齊
に
至
る
は
、
景
公
の
三
十
一
年
に
在
り
。
魯
の
昭
公
の
二
十
五
年
に
當
る
。

蹄
年
に
し
て
即
ち
魯
に
反
る
。
是
の
時
、
陳
氏
は
武
子
開
爲
り
。
字
は
子
彊
。

昭
（
公
）
二
十
六
年
の
『
左
傳
』
に
見
ゆ
。
無
宇
の
子
、
乞
の
兄
な
り
。
乞

卒
し
て
、
子
之
に
代
は
る
。
乃
ち
陳
恒
爲
り
」
と
。

　
案
ず
る
に
、
秋
説
は
『
孔
子
世
家
』
に
本
つ
く
。
此
を
観
れ
ば
、
益
々
偶
孔

の
謬
り
を
知
る
。

注
の
「
言
將
危
也
。
陳
氏
果
滅
齊
」
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
顔
師
古
『
漢
書
』
　
「
武
五
子
傳
」
に
、
　
「
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、

父
子
君
臣
の
道
立
た
ざ
れ
ば
、
則
ち
國
必
ず
危
亡
す
。
倉
稟
多
し
と
錐
も
、

吾
食
ら
ふ
を
得
ざ
る
な
り
」
と
。
即
ち
此
の
注
の
將
に
危
か
ら
ん
と
す
る
の

意
な
り
。

　
陳
氏
太
公
和
に
至
り
て
、
齊
の
康
公
を
海
上
に
遷
し
、
自
ら
立
ち
て
齊
公

と
誇
る
。
是
れ
陳
氏
齊
を
滅
す
る
な
り
。
景
公
の
時
、
其
の
警
士
に
見
は
る
。

故
に
注
に
然
云
ふ
。

＊
陳
氏
の
系
譜
は
、

と
な
っ
て
い
る
。

『
史
記
緬
　
「
田
敬
仲
完
世
家
」
に
み
え
る
。
斎
主
は
陳
常

第
十
二
章

［
論
語
本
文
］

子
日
、
片
言
可
以
頸
玉
者
、
其
由
也
與
。

［
専
門
・
劉
賓
楠
解
］

る
か
な
と
。

子
曰
く
、
片
言
以
て
獄
を
折
む
る
者
は
、
其
れ
由
な

［
注
］
孔
（
安
國
）
曰
く
、
片
は
猶
ほ
偏
の
ご
と
き
な
り
。
訟
を
聰
く
に
は
、

必
ず
須
く
雨
僻
に
し
て
以
て
是
非
を
定
む
べ
し
。
偏
へ
に
↓
言
を
信
じ
て
以
て

獄
を
折
む
べ
き
者
は
、
唯
だ
馬
路
の
み
可
な
り
。

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
　
『
（
経
典
）
繹
文
』
引
く
鄭
（
玄
V
注
に
云
ふ
、
　
「
片

は
半
な
り
」
　
「
魯
（
論
）
折
を
讃
み
て
制
と
爲
す
。
今
古
（
論
）
に
從
ふ
」
と
。

『
（
太
平
）
御
室
』
　
（
巻
）
六
百
三
十
九
引
く
鄭
（
玄
）
注
に
云
ふ
、
　
「
片

讃
み
て
半
と
落
す
。
半
言
は
輩
辞
爲
り
。
折
は
断
な
り
。
惟
だ
子
路
の
み
能

く
信
を
取
り
、
ニ
コ
ロ
ふ
所
は
必
ず
直
な
り
。
放
に
獄
を
漸
ぜ
し
む
べ
き
な
り
」

と
（
＊
）
。

　
案
ず
る
に
『
説
文
』
　
（
警
部
）
に
、
　
「
片
は
鼻
木
な
り
。
半
木
に
杁
ふ
」
と
。

片
．
半
は
一
音
の
韓
な
り
。
故
に
鄭
注
は
即
ち
片
を
讃
み
て
半
と
溶
す
。
『
漢
書
㎞

「
李
陵
傳
」
に
、
　
「
軍
士
人
を
し
て
一
半
の
泳
を
持
た
し
む
」
と
。
注
引
く
如
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淳
が
曰
く
、
　
「
半
、
讃
み
て
片
と
日
ふ
」
と
。
此
れ
其
の
讃
な
り
。
片
、
既
に

半
と
讃
め
ば
、
義
亦
た
之
に
從
ふ
。
故
に
『
繹
文
』
載
す
る
所
の
「
片
は
半

な
り
」
の
訓
は
、
　
即
ち
是
れ
鄭
義
を
果
括
す
る
な
り
。
鄭
に
別
に
注
有
る
に

は
非
ざ
る
な
り
。

　
半
言
は
箪
辞
爲
り
と
は
、
　
『
書
』
　
「
呂
刑
」
に
云
ふ
、
　
「
輩
辞
を
明
清
せ
よ
。

民
の
齪
ま
る
は
、
中
も
て
獄
の
風
潮
を
聰
か
ざ
る
は
憂
し
」
と
。
坐
れ
獄
辞
に

輩
有
り
雨
有
り
。
雨
と
は
、
爾
造
具
備
す
る
な
り
。
箪
と
は
、
則
ち
一
人
僻

を
具
ふ
る
な
り
。
　
『
後
漢
書
』
　
「
光
武
紀
」
．
（
顯
宗
孝
明
帝
紀
の
誤
り
）
　
の

永
平
三
年
の
詔
に
曰
く
、
　
「
軍
僻
を
明
察
せ
よ
」
と
。
　
（
『
後
漢
書
睡
）
　
「
朱

浮
傳
」
に
、
　
「
人
の
軍
僻
も
て
浮
事
を
告
す
る
者
有
り
」
と
。
翠
辞
と
は
、
皆

な
片
言
を
謂
ふ
な
り
。

　
折
断
と
は
、
　
『
説
文
』
　
（
艸
部
）
に
、
　
「
断
は
噺
な
り
。
斤
の
艸
を
噺
る
に

駄
ふ
（
正
義
原
文
「
断
」
を
「
塑
に
作
る
）
。
潭
長
の
説
な
り
。
折
は
蒙
文

の
断
。
手
に
謂
ふ
」
と
。

　
魯
（
論
）
は
折
を
重
み
て
制
と
罪
す
。
今
　
古
（
論
）
に
從
ふ
と
は
、

（
『
書
』
）
　
「
呂
刑
」
に
、
　
「
制
す
る
に
刑
を
以
て
す
」
と
。
　
『
墨
子
』
　
「
尚

同
中
篇
」
は
引
き
て
「
了
す
れ
ば
則
ち
刑
あ
り
」
に
作
る
。
揺
れ
折
・
制
は
字

通
ず
。
　
『
説
文
』
　
（
恥
部
）
に
、
　
「
剥
は
裁
な
り
。
再
演
に
杁
ふ
。
刹
は
古
文

の
制
、
此
の
如
し
」
と
。
此
れ
折
断
と
音
訓
相
近
し
。
　
『
廣
雅
』
　
「
稗
詰
」
に
、

「
制
は
折
な
り
」
と
。
　
『
大
戴
禮
』
　
「
保
傅
育
」
に
、
　
「
制
獄
に
中
ら
ず
」
と
。

即
ち
馬
連
な
り
。
鄭
（
玄
）
以
て
折
に
作
る
。
制
に
作
る
も
義
同
じ
。
而
る

に
古
論
里
中
よ
り
出
で
て
、
改
憲
を
煩
は
す
無
し
。
故
に
定
め
て
古
に
從
ふ

な
り
。

　
惟
だ
子
路
の
み
能
く
信
を
取
る
と
は
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
子
路
忠
信
に
し

て
能
く
信
を
人
に
取
れ
ば
な
り
。

　
言
ふ
所
は
必
ず
直
な
り
、
故
に
獄
を
撫
ぜ
し
む
べ
し
と
は
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、

人
既
に
子
路
を
信
じ
て
自
ら
敢
て
欺
か
ず
。
故
に
片
言
と
難
も
必
ず
量
れ
理

に
直
る
。
即
ち
此
に
依
り
て
獄
を
断
ぜ
し
む
べ
き
な
り
。
　
『
説
文
』
　
（
鼻
聾
）
に
、

「
獄
は
硝
な
り
。
献
に
杁
ひ
言
に
杁
ふ
。
二
犬
の
守
る
所
以
な
り
」
と
。
鄭
（
玄
）

『
（
駁
撃
繧
）
異
義
』
に
駁
し
て
云
ふ
、
　
「
獄
は
埆
な
り
。
囚
の
角
核
を
謹
す

る
の
庭
な
り
。
　
『
周
禮
』
　
（
大
司
冠
）
は
之
を
圓
土
と
謂
ふ
」
と
。
此
に
断
獄

と
云
ふ
は
、
獄
中
に
訟
ふ
る
所
の
事
を
決
断
す
る
を
謂
ふ
な
り
。

　
毛
氏
奇
齢
『
四
書
改
錯
』
　
（
未
見
）
に
、
　
「
古
は
民
の
獄
訟
を
折
む
る
に
、

必
ず
雨
辞
を
用
ふ
。
故
に
『
周
官
（
周
禮
）
廓
〈
（
大
）
司
冠
〉
に
、
　
『
雨
剤

を
以
て
民
の
獄
を
禁
ず
』
と
。
先
ず
質
券
を
取
り
て
之
を
合
し
、
爾
造
を
し
て

獄
至
重
お
の
其
の
半
ば
を
書
か
し
む
。
即
ち
今
の
告
牒
と
訴
牒
と
な
り
。
獄

を
蕪
く
の
後
に
及
び
て
、
復
た
一
書
契
を
具
へ
て
、
爾
つ
に
之
を
分
け
、
各
お

の
を
し
て
其
の
筆
答
の
僻
を
其
の
中
に
録
せ
し
む
。
即
ち
今
の
爾
造
の
爾
口
供

な
り
。
是
れ
折
獄
の
法
な
り
。
前
に
券
あ
り
、
後
に
契
あ
り
。
必
ず
雨
つ
な
が

ら
具
ふ
る
を
得
。
券
爾
つ
具
は
ら
ず
、
即
ち
之
を
軍
詞
と
謂
ふ
。
輩
詞
は
治



72

め
ず
。
司
冠
凡
そ
券
を
賓
さ
ざ
る
を
禁
ず
れ
ば
、
即
ち
自
ら
不
足
に
坐
し
、

朝
に
上
る
を
侯
た
ず
し
て
、
遽
か
に
之
を
長
く
る
が
如
き
、
是
れ
な
り
。
契

爾
つ
具
は
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
之
を
契
を
基
ぐ
る
能
は
ず
と
謂
ふ
。
亦
た
治
め
ず
。

『
春
秋
（
左
氏
傳
）
』
　
（
嚢
公
十
年
）
に
、
晋
王
（
叔
氏
）
の
訟
へ
を
聴
く
に
、

『
王
叔
氏
は
其
の
契
を
學
ぐ
る
能
は
ず
。
王
叔
晋
に
奔
る
』
が
如
き
は
、
是

れ
な
り
。
是
れ
半
券
半
弓
は
総
て
理
を
折
む
る
無
し
。
惟
だ
降
路
の
み
明
ら
か

に
決
し
、
箪
僻
も
て
噺
ず
べ
し
。
他
人
に
在
り
て
は
、
豊
に
之
を
能
く
せ
ん
や
」

と
。

　
案
ず
る
に
、
毛
説
と
鄭
義
と
略
ぼ
同
じ
。
然
る
に
鄭
は
子
路
は
能
く
信
を
取
り
、

故
に
言
ふ
所
は
必
ず
直
な
り
と
言
ふ
。
本
よ
り
謳
控
に
は
非
ず
。
故
に
封
質
を

須
つ
無
し
。
此
の
如
く
ん
ば
、
乃
ち
獄
を
断
ぜ
し
む
べ
し
。
明
ら
け
し
、
子
路

は
忠
信
を
以
て
人
を
感
ぜ
し
む
。
止
だ
再
臨
の
云
ふ
所
の
如
く
、
明
ら
か
に
決

す
る
の
み
な
ら
ざ
る
な
り
。
鄭
の
意
を
原
ぬ
れ
ば
、
亦
た
片
言
に
し
て
獄
を
折

む
る
を
以
て
法
と
爲
す
べ
か
ら
ず
。
故
に
若
し
言
ふ
所
必
ず
直
に
し
て
、
方

め
て
獄
を
断
ぜ
し
む
べ
し
。
否
ざ
れ
ば
、
則
ち
傍
ほ
爾
僻
を
須
つ
。
偶
孔
注
は

亦
た
鄭
と
同
じ
。
孔
頴
達
『
書
』
　
「
呂
刑
」
疏
に
此
の
文
を
引
き
て
、
之
を
説

き
て
云
ふ
、
　
「
子
路
の
直
を
行
ふ
こ
と
、
天
下
に
聞
こ
ゆ
。
敢
て
自
ら
其
の
長

を
道
ひ
、
妄
り
に
彼
の
短
を
稻
せ
ず
。
其
の
軍
辞
を
得
れ
ば
、
即
ち
獄
を
断
ず

べ
き
は
、
惟
だ
子
路
の
み
。
凡
そ
人
能
く
然
る
こ
と
少
き
な
り
」
　
（
＊
）
と
。

此
『
論
語
』
皇
疏
載
す
る
所
の
孫
緯
が
説
と
同
じ
。

　
管
厚
循
『
（
論
語
）
戯
事
』
は
、

寂
る
。
敢
て
從
は
ざ
る
所
な
り
。

即
ち
依
り
て
説
を
噛
す
も
、
義
は
迂
曲
に

＊
正
義
冒
頭
の
『
繹
文
』
　
『
御
覧
』
の
記
述
に
つ
い
て
。
　
「
魯
（
論
）
折
を
護

み
て
制
と
止
す
。
今
古
　
（
論
）
に
從
ふ
」
は
「
片
は
半
な
り
」
に
連
続
し
た

記
述
で
は
な
く
、
鄭
旧
注
で
あ
る
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
　
『
御
覧
』
の
引

用
文
は
、
　
「
聰
訟
」
の
項
目
に
あ
っ
て
、
鄭
玄
注
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま

た
異
同
が
多
く
、
原
文
は
「
片
、
誼
み
て
半
と
諾
す
。
片
言
は
輩
僻
を
謂
ふ
。

折
は
噺
な
り
。
子
翼
果
に
し
て
知
る
所
を
取
り
、
言
は
必
ず
直
な
り
。
故
に

獄
を
断
ぜ
し
む
べ
き
な
り
（
片
讃
爲
半
。
片
言
謂
実
矧
。
折
回
也
。
子
達
弓
取

所
知
、
言
必
直
。
故
可
令
噺
獄
）
」
で
あ
る
。

＊
『
書
』
　
「
呂
刑
」
疏
の
富
麗
達
の
説
は
、
子
路
が
裁
か
れ
る
と
き
の
こ
と
を

い
っ
て
い
る
。

［
論
語
本
文
］
子
路
無
宿
諾
。

［
何
嬰
・
心
事
楠
解
］
子
路
に
宿
諾
無
し
。
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［
注
］
宿
は
猶
ほ
豫
の
ご
と
き
な
り
。

き
を
法
る
。
故
に
豫
め
諾
せ
ず
。

子
路
信
に
篤
く
、
時
に
臨
み
て
故
多

　
「
正
義
」
に
曰
く
、
　
『
説
文
』
　
（
｛
部
）
に
、
　
「
宿
は
止
な
り
」
と
。
之
を

引
申
し
て
久
の
義
有
り
。
　
『
漢
書
』
　
「
韓
安
下
田
」
に
、
　
「
孝
文
兵
の
宿
む

べ
か
ら
ざ
る
を
吊
る
」
と
。
　
（
顔
師
古
）
注
に
、
　
「
宿
は
久
し
く
留
ま
る
な
り
」

と
。　

諾
と
は
慮
な
り
。
子
路
聞
く
有
れ
ば
、
即
ち
行
ふ
。
故
に
諾
を
留
む
る
無
し
。

其
の
画
意
に
於
け
る
や
、
亦
た
然
り
。
蓋
し
折
獄
一
た
び
定
ま
れ
ば
、
即
ち

予
め
繹
を
開
き
、
訟
者
を
し
て
轟
累
の
苦
を
受
け
し
め
ず
。
此
れ
雷
門
の
忠
信

の
事
な
り
。
故
に
記
す
者
、
類
と
し
て
此
に
記
す
。

『
大
戴
禮
』
　
「
子
張
間
獄
官
篇
」
に
、
　
量
　
を
行
ふ
に
は
窄
む
る
己
れ
」
と
。
　
（
韓

元
吉
）
　
「
注
」
に
、
　
「
凡
そ
政
事
を
行
ふ
に
は
、
之
を
稽
留
す
る
勿
れ
」
と
。

即
ち
此
の
義
な
り
。

　
『
（
経
典
）
繹
文
』
に
云
ふ
、
　
「
子
路
無
宿
諾
、
或
ひ
は
此
を
分
け
て
別
章

と
爲
す
」
と
。
　
『
文
選
』
江
滝
「
雑
髄
詩
」
注
引
き
て
、
上
に
「
子
日
」
の

字
有
り
。
　
『
繹
文
』
載
す
る
所
の
或
本
と
合
す
。
然
る
に
夫
子
の
ロ
中
、
慮
に

子
路
と
稻
す
べ
か
ら
ず
。
或
本
非
な
り
。

注
の
「
宿
猶
」
よ
り
「
豫
諾
」
に
至
る
ま
で
。

　
「
正
義
」
に
日
く
、
　
『
管
子
』
　
「
地
圖
篇
」
　
（
正
義
原
文
「
地
圓
篇
」
に
誤
る
）

に
、
　
「
宿
め
征
伐
す
る
所
の
國
を
定
む
」
と
。
注
に
、
　
「
宿
は
猶
ほ
先
の
ご
と

き
な
り
」
と
。
『
（
春
秋
）
公
羊
』
桓
（
公
）
元
年
の
傳
の
注
に
、
「
宿
と
は
、

先
に
誠
む
る
の
辞
な
り
」
と
。
並
び
に
豫
と
義
　
相
近
し
。

　
毛
馬
奇
齢
『
四
書
改
丁
』
　
（
未
見
）
に
、
」
集
解
『
不
豫
諾
」
に
作
る
は
、

先
に
許
さ
ざ
る
を
謂
ふ
な
り
。
正
に
所
謂
、
然
諾
　
筍
も
せ
ざ
る
者
な
り
。
急

げ
ば
則
ち
輕
諾
せ
ん
。
　
『
左
傳
』
　
（
哀
十
四
年
）
に
撮
れ
ば
、
小
郷
射
子
路

の
盟
を
要
む
。
而
る
に
斜
路
僻
す
。
遜
れ
諾
を
許
さ
ざ
る
な
り
。
及
び
季
康

子
再
有
を
し
て
謂
は
し
め
て
曰
く
、
千
乗
の
國
、
其
の
盟
を
信
ぜ
ず
し
て
、

子
の
言
を
信
ず
。
子
何
ぞ
焉
を
辱
と
す
る
や
と
。
封
へ
て
曰
く
、
魯
小
郎
に

事
有
れ
ば
、
敢
て
故
を
問
は
ず
。
城
下
に
死
す
る
は
可
な
り
。
彼
れ
臣
な
ら
ざ

る
に
、
其
の
言
を
濟
せ
ば
、
是
れ
之
を
義
と
す
る
な
り
。
由
は
能
は
ず
と
。
是

れ
終
に
諾
を
許
さ
ざ
る
な
り
。
此
れ
正
に
豫
め
諾
さ
ざ
る
の
謹
な
り
」
と
。

　
案
ず
る
に
、
此
の
注
も
亦
た
通
ず
。
但
だ
折
獄
の
事
と
以
る
無
し
。
故
に
用

ひ
て
以
て
経
を
足
せ
ず
。


